別記様式第26号(第18条関係)

	様　

	
年　　月　　日　　



長門市長　　　　　　　　　　



高額所得者認定通知書

　先にあなたから申告(報告)がありました世帯の所得及び世帯の構成から、あなたの収入を次のとおり認定するとともに、収入が公営住宅法施行令第9条の基準を2年続けて超過していますので、あなたを高額所得者として認定します。
　また、認定した収入に基づき、あなたの毎月の家賃は次のとおり決定しましたのでお知らせします。


1　収入認定額等
	認定した収入の月額
	円　　

	算出の基礎となる額

	A　年間所得総計
	円
	C　年間所得(A－B)
	円

	B　控除額の合計
	円
	認定収入月額(C÷12)
	円




2　収入認定の内訳
	入居者・同居者等
	年間所得
	控除金額
	入居者・同居者等
	年間所得
	控除金額

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　




3　　　年度の家賃月額
　あなたの家賃は、市営住宅入居資格の収入基準を超えて、高額所得者に認定されるため、次のとおりとなります。
	　　年度の家賃月額
	円　　




4　告知事項
　(1)　あなたは、この通知により高額所得者と認定されましたが、高額所得者の要件は次のとおりです。
　　①　公営住宅に入居してから5年を経過していること。
　　②　認定された収入が引き続き2年間高額所得者の収入基準を超えていること。
　(2)　あなたの収入が基準を超えていることから、長門市営住宅条例第32条の規定により当該市営住宅の明渡しを請求することになりますので、あらかじめ申し添えます。
　(3)　この収入の認定又は家賃の額の決定に異議のある場合は、この通知書を受け取った日から20日以内に建築住宅課にある所定の用紙で意見を申し出てください。
